
 

 

大 洲 市 教 育 委 員 会  ９ 月 定 例 会 会 議 録 

 

 

１ 開催の日時及び場所 

平成２７年１０月５日（月） 午後１時３０分 

大洲市役所本庁舎別館３階第１会議室 

 

２ 教育委員定数   ５人 

 

３ 出席委員 

委員長 叶 本   正 

委員長職務代理者 西 山 千 春 

委 員 山 内 光 郎 

委 員 東 山   宏 

教育長 二 宮 隆 久 

 

４ 会議に出席した公務員の職氏名 

教育部長 松 本 一 繁 

教育総務課長 藤 田   修 

学校教育指導監 松 井 康 之 

生涯学習課長 森 岡 照 久 

文化スポーツ課長 森 野 啓 二 

学校給食センター所長 亀 井 要 和 

教育総務課長補佐 久 保 明 敬 

教育総務課長補佐 青 野 恭 一 

教育総務課主査 兵 頭 美登里 

 

５ 傍聴人の数   ０人 
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６ 開会宣言 

  委員長 

 

それでは、ただ今から、大洲市教育委員会「９月定例会」を開会いた

します。 

まず始めに、本日、事務局より、議案１件の提出がありましたので、

ご報告いたします。 

〔午後１時３０分開会〕 

７ 前回会議録の承認 

  委員長 

 

 

 

 

まず、「前回会議録の承認」についてお諮りいたします。去る、８月３

１日開催の定例会の会議録につきましては、すでに事務局から各委員

に原案が提示されております。この原案に対しまして、質疑・意見は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 

 

特に、質疑・意見もありませんので、前回会議録につきましては、原

案のとおり承認することにいたします。 

８ 教育長一般報告 

  委員長 

 

次に、「教育長一般報告」に移ります。各所属長から順次報告をお願い

します。 

 〔各所属長、順次、「教育長一般報告」を行う。〕 

  委員長 ただ今の「教育長一般報告」について、質疑・意見等はございません

か。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 以上で、「教育長一般報告」を終わります。 

９ 議  事 

  委員長 それでは、これより議事に入ります。 

まず、本日提出されました、「第５６号議案 大洲市立幼稚園園則の一

部改正について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

   〔教育総務課長、「第５６議案」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 それでは、これより採決いたします。 

「第５６号議案」を原案のとおり決することに、賛成の方は挙手をお

願いします。 

   〔挙手全員〕 

委員長 挙手全員であります。よって、「第５６号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 
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 次に、報告事項に移ります。 

「報告６ 平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果」について、

事務局より説明をお願いします。 

   〔学校教育指導監、「報告６」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   〔委員より質疑・意見あり。非公表部分の質疑等があるため、 

   議事録には掲載しない。〕 

委員長 次に、「報告７ 大洲市立長浜中学校施設整備事業」について、事務局

より説明をお願いします。 

   〔教育総務課長、「報告７」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

東山委員 施設整備に当たり、津波・浸水防止の対策は考えていますか。 

  教育総務課長 愛媛県の資料によりますと、長浜中学校敷地への津波浸水深は、最高

で２メートル程度が予想されています。 

このことから、災害時の避難所となる体育館については、１階部分が

高床式いわゆるピロティの構造を検討しています。 

校舎につきましては、生徒等が２階以上により安全な避難ができるよ

う対応して行きたいと考えています。 

委員長 次に、その他に移ります。各委員さん方、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 次に、事務局はありませんか。 

   〔なし〕 

委員長 それでは次に、「１０月定例会」の開催日程についてお諮りします。事

務局の原案がありましたら説明願います。 

   〔教育総務課長、「原案」について説明する。〕 

委員長 ただ今、事務局より説明がありましたが、委員の皆さんのご都合はい

かがでしょうか。 

   〔全委員、原案了承する。〕 

委員長 それでは、次回定例会は、１０月２９日 木曜日 午後１時３０分か

ら、市庁舎別館３階第１会議室において開催いたします。 

１０ 閉会宣言 

  委員長 以上で、本日の議事はすべて終了いたしましたので、これをもって本

日の定例会を閉会することにいたします。 

〔午後２時１０分 閉会〕 
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上記会議の顛末を記録して、その相違なきことを証するためここに署名する。 

 

 

     委 員 長 

 

 

委  員  長 

          職務代理者 

 

 

        委      員 

 

 

        委      員 

 

 

 

              上記、記 録 責 任 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 




